
第２４号議案 

 

 

町田市学校給食問題協議会の設置に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年(２０２０年)２月２１日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市学校給食問題協議会の設置に関する条例の一部を改正する条例 

町田市学校給食問題協議会の設置に関する条例（昭和５７年１２月町田市条例第４

５号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 学校給食法（昭和２９年法律第１６０

号）第４条の規定に基づき町田市が実施する

同法第３条第１項に規定する学校給食（以下

「学校給食」という。）の充実に資するため、

町田市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）の附属機関として、町田市学校給食問

題協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

第１条 学校給食（学校給食法（昭和２９年法

律第１６０号）に定めるものをいう。以下同

じ。）の充実を図るため、町田市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）に町田市学

校給食問題協議会（以下「協議会」という。）

を置く。 

（所掌事務） （協議会の任務） 

第２条 協議会は、教育委員会の諮問に応じ、

学校給食に関し必要な事項について調査審議

し、答申する。 

第２条 協議会は、教育委員会の学校給食に関

する諮問に応じ、必要な事項について協議し、

答申する。 

 ２ 前項に定めるもののほか、協議会は、学校

給食に関する諸施策について教育委員会に提

言することができる。 

（組織） （組織） 

第３条 協議会は、委員１３人以内をもって組

織する。 

第３条 協議会は、委員２５名以内をもって組

織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委

員会が委嘱し、又は任命する。 

 

（１）学識経験を有する者 １人  

（２）保健医療関係者 １人  

（３）消費者団体の代表 １人  

（４）町田市立学校の児童又は生徒の保護者 

４人以内 

 

（５）町田市公立小学校長会又は町田市公立中

学校長会の代表 ２人以内 

 

（６）町田市立学校の教員（学校長を除く。）

 ２人以内 

 

（７）栄養士又は調理員 ２人以内  



 （委員の選任） 

 第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、教

育委員会が委嘱又は任命する。 

 （１）学校長 

 （２）教職員 

 （３）栄養士・調理員代表 

 （４）父母代表 

 （５）保健・医療関係者 

 （６）消費者団体の推薦する者 

 （７）労働団体の推薦する者 

 （８）商工業者 

 （９）農業従事者 

 （10）学識経験者 

 （11）市の職員 

（任期） （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

第５条 委員の任期は２年とし、再任を妨げな

い。ただし、委員が欠けた場合における補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。ただし、

原則として、通算して１０年を限度とする。 

 

 （臨時委員）  

第５条 教育委員会は、特別又は専門の事項を

調査審議するために必要があると認めるとき

は、協議会に臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員の任期は、前項の特別又は専門の

事項に係る調査審議が終了したときまでとす

る。 

 

（会長及び副会長） （会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長及び副会長を置き、委員

の互選により定める。 

第６条 協議会に会長及び副会長各１名を置

く。 

 ２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 ３ 会長は、協議会の会議を主宰し、協議会を

代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ

るときは、その職務を代理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ

るとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） （会議） 



第７条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。 第７条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員及び議事に関係のある臨時

委員の過半数が出席しなければ、会議を開く

ことができない。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなけれ

ば会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員及び臨時委

員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、

可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、協議

会に委員及び臨時委員以外の者の出席を求め

ることができる。 

４ 会議は、公開を原則とする。 

（委任） （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会

の運営に関し必要な事項は、町田市教育委員

会規則で定める。 

第８条 この条例の施行について必要な事項

は、町田市教育委員会規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、令和３年１月２２日から施行する。 


